
  妊産婦に寄り添い、全ての妊婦・子育て
世代が安心して出産・子育てができるよう、
伊勢市出産・子育て応援事業を実施します。

＜ 経済的支援の概要 ＞

いせ妊産婦支援給付金（子ども・子育て支援法における「妊婦支援給付金」）
   令和７年４月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されたこと
に伴い、認定を受けた方には「いせ妊産婦支援給付金」が支給されます。  

　令和６年度まで実施していた「出産・子育て応援給付金」は、令和７年度より「いせ妊産

婦支援給付金」へ移行します。

１．支給対象者

　　伊勢市に住民票があり、以下の(１)または(２)に該当する方
　　（１）令和７年４月１日時点で妊娠している方

　　（２）令和７年４月１日以降に妊娠が判明した方　　

　  ※医師もしくは助産師が記載した妊娠届出書、もしくは妊娠の事実がわかるものが必要

２．支給内容

　　本給付金は給付認定をうけた後、原則２回に分けて支給します。
　　なお、令和７年３月３１日までに「出産応援給付金」を申請された方は、２回目の給付

　　のみ対象となります。

３．申請方法・支給額・申請期限

　　

伴走型相談支援

  妊娠・出産・子育てについて、保健師や
助産師等へ相談ができます。子育てや支援
サービスに関する情報をホームページなど
で随時発信していきます。

① 妊娠届出時の妊婦相談

② 妊娠８か月頃のアンケート

　（希望者には面談します）

③ 赤ちゃん訪問での相談

その他：妊婦訪問や教室など

令和７年度

伊勢市出産・子育て応援事業のご案内

令和７年度より
事業の内容が

新しくなりました

申請方法 支給額 申請期限

１ 回 目
（ 妊 婦 ）

妊娠届出時の妊婦相談後に案内
 ※届出時に面談できなかった場合は
　後日面談（来所またはオンライン）
  させていただきます

妊婦一人につき
５万円

胎児の心拍が確認でき
た日より２年間

２ 回 目
（ 産 婦 ）

赤ちゃん訪問での面談時に案内
 ※流産（自然・人工）または死産　
　 された方も対象です
 ※出産予定日の８週間前から給付
   可能です（要相談）

妊娠している
子どもの人数

×５万円

出産予定日の８週間前
（流産・死産が判明し
た日）より２年間

【お問い合わせ先】
伊勢市役所　健康課
（5階 中央保健センター　/　6階 ママ☆ほっとテラス）
電　　話 ：　0596-27-2435
開庁日 ：　平日８：３０～１７：１５　（土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み）
　　　　　　　　（中央保健センターのみ月曜日は１９：００まで開庁しています）
住　　所 ：　伊勢市宮後1丁目1番35号 MiraISE内
　　　　　　　　 伊勢市健康福祉ステーション５・6階　


